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１． 目的 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
２． 補助対象団体 
  自治協議会、自治会・町内会、その他市長が認める団体 

  

３． 補助対象経費 
  電力会社と「定額電灯（小型機器）」の契約種別で契約している防犯カメラの維持管理費用

を補助します。 
 
４． 補助金額 

  防犯カメラ１台あたり 3,000 円/年 

 ※年度当初に時点において維持管理している防犯カメラが対象です。 

 

５． 管理・運用 

防犯カメラの維持管理にあたっては、「福岡市街頭防犯カメラ補助事業管理運用要綱」(４ペ

ージ参照)を遵守し、プライバシー保護に配慮した適正な設置、管理及び運用を行ってください。 

また、防犯カメラの維持管理業務等を委託する場合には、「福岡市街頭防犯カメラ補助事業

管理運用要綱」及び各団体が作成する防犯カメラ管理運用規程の遵守を契約の条件としてくだ

さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅰ 「街頭防犯カメラ補助金制度（維持管理費補助金）」の概要 

犯罪の抑止効果や犯罪が発生した時の犯人の特定及び検挙に効果のある街頭防犯カメ

ラの維持管理費用の一部を助成し、犯罪のない安全で住みよいまちづくりに向けた取り組

みを支援します。 

 

 

 

 

 
 

 

街頭防犯 

カメラの設置 

○犯罪の予防 

○安心感の醸成 

○事件・事故の早期解決  

防犯環境に配慮したまちづくり  
（設置例） 
・ 通学路 
・ 見通しが悪い場所 など 

犯罪のない安全で住み 

よいまちふくおかの実現 
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１．  令和８年度申請スケジュール 

＜申請スケジュール＞ 
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＜補助金の流れ＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 ＜関係書類の整備＞ 
事業完了後５年間は、街頭防犯カメラ等を適正に管理運用するとともに、補助事業に係る

収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理してくだ

さい。 

【帳簿・証拠書類】 （例）金銭出納簿、財産台帳、事業実績綴り、領収書綴り 等 

 

 

Ⅱ 補助金交付の手続き 

     

①      ②       ③       ④        ⑤ 



3 
 

２． 交付の流れ 
① 補助金の交付申請 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      ② 補助金の交付決定 
 
   
       

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

③ 補助事業の変更 
 

 
 

 
 
 

④ 実績報告 

   

 

 

 

 

        ⑤ 補助金額の確定 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

補助金の交付申請をしようとする団体は、「福岡市街頭防犯カメラ補助金交付申請書（維持管

理費補助金）」(７ページ参照)に下記の書類を添えて期限までに提出して下さい。 

 

① 電力会社等発行の電気料金の請求書又は領収書の写し 

（令和８年４月分又は５月分で契約種別、防犯カメラの台数がわかるもの） 

② 設置箇所及び撮影範囲を明記した図面（※） 

③ 維持管理している防犯カメラの現況写真（※） 

④ 団体規約（自治協議会、自治会・町内会の規約等）・役員名簿 

⑤ その他市長が指示する書類 

 （※）以下に該当する防犯カメラの場合は省略することができます。 

   ・福岡市街頭防犯カメラ設置補助金の交付を受けて設置した防犯カメラ 

補 助 金 の 交 付 

補助金の交付決定後に、交付申請の内容を変更しようとするときは、あらかじめご連絡のう

え「福岡市街頭防犯カメラ補助金交付変更申請書（維持管理費補助金）」（８ページ参照）を提出し、

その承認を受けて下さい。 

事業が完了したときは、速やかに「福岡市街頭防犯カメラ補助金実績報告書（維持管理費補助

金）」（９ページ参照）に下記の書類を添えて報告して下さい。 

 

・その他市長が指示する書類 

事 業 実 績 の 確 認 

提出された交付申請書に基づき、その内容を審査し、補助金を交付すべき

ものと認めたときは、補助金の交付を決定し、「福岡市街頭防犯カメラ補助金

交付決定通知書（維持管理費補助金）」を申請団体に交付します。 

市は、実績報告を受けた場合は、補助事業の成果が交付決定の内容及びこ

れに付した条件に適合するかを調査確認し、適合すると認めたときは交付す

べき補助金の額を確定し、「福岡市街頭防犯カメラ補助金確定通知書（維持管理

費補助金）」により通知します。 

 

請求書、口座振替依頼書の提出 
※通帳表紙と通帳見開きの写しを合わせて提出してください。 
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（趣旨） 

第１条 この要綱は、福岡市街頭防犯カメラ補助事業によって設置、管理する街頭防犯カメラのプライ

バシーの保護に配慮した適正な設置、管理及び運用に関する事項を定める。 

 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

（１） 街頭防犯カメラ（以下、「防犯カメラ」という。）  

不特定多数の者が利用する道路等の公共空間を撮影範囲とし、犯罪の抑止を目的として特定の

場所に常設し、常時撮影する機能及び録画する機能を有する機器並びにその他関連機器で構成さ

れるもの 

（２） 設置者 防犯カメラを設置し、管理を行う者 

 

（設置及び表示） 

第３条 防犯カメラの設置及び表示については、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。 

（１） 撮影対象区域は、道路等の公共空間とし、特定の個人及び建物等を監視することがないよう
に配慮すること。 

（２） 設置場所付近の見やすい場所に、防犯カメラが設置されている旨を表示すること。 
（３） 前号に規定する表示内容は、別表に定める項目とする。 

 

（設置費補助金の設置場所所有者の同意等） 

第４条 防犯カメラの設置については、当該設置場所の所有者の同意（設置場所が道路等の公共施
設である場合は、当該公共施設の管理者の許可）を得なければならない。 

２ 防犯カメラの設置について、道路交通法等の法令に基づく許可が必要である場合は、当該許可を
受けなければならない。 

 

（管理及び運用） 

第５条  防犯カメラの設置者は、当該防犯カメラの管理及び運用について、次の各号に掲げる事項を遵

守しなければならない。 

（１） 防犯カメラの適切な維持管理を行うこと。 
（２） 防犯カメラの管理運用責任者及び操作取扱者を指定すること。 

（３） 防犯カメラにより撮影された画像（以下、「画像」という。）及び画像を収録した記録媒体（以下、
「記録媒体」という。）の適正な管理を行うこと。 

（４） 防犯カメラの設置、管理及び運用に関する苦情や事故があった際は、速やかに対応、処理す
ること。 

（５） 設置場所の所有者等の事情により、撤去等の必要が生じた際は、設置に伴う許可等の条件を
遵守し、関係者等と協議を行い適切に対応すること。なお、撤去後速やかに市長に届出をしな

ければならない。 
 

（管理運用責任者及び操作取扱者の責務） 

第６条 管理運用責任者は、防犯カメラ、画像及び記録媒体の適正な管理、運用を行わなければな

らない。 
２ 操作取扱者は、管理運用責任者の指揮監督の下に防犯カメラ及び画像記録装置の操作を行わ

なければならない。 
３ 防犯カメラ及び画像記録装置については、管理運用責任者及び操作取扱者（以下、「管理運用

責任者等」という。）以外の者が操作をしてはならない。 
 

 

Ⅲ 福岡市街頭防犯カメラ補助事業管理運用要綱 
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（画像及び記録媒体） 

第７条 画像及び記録媒体について、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。 

（１） 画像の保存期間は３０日間を超えないこと。 

（２） 保存期間を経過した際は、速やかに消去すること。 

（３） 画像及び記録媒体の取扱いは、管理運用責任者等以外が行わないこと。 
 

（画像提供の制限） 

第８条 第三者への画像提供は禁止する。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合、管理運用

責任者等は、提供の必要性を十分に考慮したうえで提供することができる。 
（１） 法令に基づく照会があった場合 

（２） 個人の生命、身体又は財産の安全を守るため、緊急の必要がある場合 

（３） 捜査機関から犯罪捜査利用目的のために、提供を求められた場合 

２ 前項ただし書きにおいて、画像を提供した場合は次の各号に定める事項を記録保存しておかな
ければならない。 

（１） 提供日時 

（２） 利用目的 

（３） 提供先 

（４） 提供する画像の範囲 

 

（管理運用規程の策定） 

第９条 防犯カメラの設置者は、本要綱の内容に基づき、次に掲げる事項を規定した街頭防犯カメラ
管理運用規程を策定しなければならない。 

（１） 目的 

（２） 設置場所及び撮影範囲 

（３） 設置者 

（４） 管理及び運用 

（５） 管理運用責任者及び操作取扱者 

（６） 画像の保存期間、消去 

（７） 画像提供の制限 

 

（報告及び是正措置） 

第１０条 市長は、必要があると認めるときは、防犯カメラの設置者に対し、防犯カメラの管理及び運

用について報告を求めることができる。 

２ 市長は、防犯カメラの管理及び運用が本要綱の規定に違反すると認めるときは、防犯カメラ設置者

に対し、是正するために必要な措置を命ずることができるものとする。 

 

（その他） 

第１１条 この要綱に定めるもののほか、防犯カメラの適正な設置、管理及び運用については「福岡県

防犯カメラの設置及び運用に関するガイドライン」の定めるところによるものとする。 

 

附則 

（施行期日） 

 この要綱は、平成２４年７月１日から施行する。 

 この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

 この要綱は、令和７年４月１日から施行する。 

 この要綱は、令和８年４月１日から施行する。 
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（別表） 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

文字色 黒 

背景色 黄緑 
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福岡市街頭防犯カメラ補助金交付申請書（維持管理費補助金）

（ あて先） 福 岡 市 長
令和 8 年 5 月 1 5 日

福岡市 中央 区

生 年 月 日

福岡市 中央 区

自

宅

携

帯

氏

名

連

絡

先

1 .  補助事業執行に関する収支・ 事業計画

台 円 円

円

円

円

２ . 補助事業の目的及び内容

３ . 関係書類

(１ ） 電力会社等発行の電気料金の請求書又は領収書の写し

(２ ） 設置箇所及び撮影範囲を明記し た図面

(３ )   維持管理し ている防犯カ メ ラ の現況写真

(４ )   団体規約・ 役員名簿

(５ ） その他市長が指示する書類

４ . 管理運用規程策定日　 ※申請前に策定が必要です

５ . 管理運用責任者及び操作取扱者氏名

管理運用責任者 操作取扱者

（ 様式第２ 号）

申 請 日

団　 体　 名 〇〇校区自治協議会 ○○ 校区

団体所在地 〇〇１ 丁目１ 番１ 号

フ リ ガナ ○○○○　 ○○○○

代表者氏名 ○○　 ○○ 昭和 〇〇 年 〇〇 月 〇〇 日

住        所 ○○２ 丁目２ 番２ 号

電 話 番 号 0 9 2 -○○○-○○○〇 ○○〇-○○○○-○○○○

団体担当者
（ 会長以外の場合）

○○　 ○○ ○○〇-○○○○-○○○○

　 福岡市街頭防犯カ メ ラ 補助金の交付を受けたいので、 福岡市補助金交付規則を承知の上、   関係書類

を添えて下記のと おり 申請し ます。

　 事業の実施にあたっ ては、 貴市から の補助金を活用し ており 、 円滑な運営が図れるよう 、 補助金の交

付決定に際し まし ては、 全額前払いにてご措置いただき ますよう お願い申し 上げます。

記

7 , 2 0 0

〇〇　 ○○

防犯カ メ ラ 設置台数 補助単価
補助額　 合計

（ 設置台数×補助単価）

補助金交付申請額 4 3 ,0 0 0 1 2 , 0 0 0

〇〇　 〇〇 〇〇　 ○○

　   地域における街頭犯罪の抑止や子ども の安全確保を図るため、 防犯カ メ ラ を

  維持管理し 、 犯罪のない安全で住みよいまちの実現に寄与するために事業を行います。

　 本件申請にあたり 市に提出し た個人情報について、 市が暴力団排除のため警察への照会確認に使用す

るこ と に同意し ます。

　 また、 暴力団員若し く は暴力団員と 密接な関係を有する者に該当すると き は、 市が補助金を交付し な

いこ と 、 又は補助金の交付の決定を取り 消すこ と に同意し ます。

防犯カ メ ラ 月額電気料金（ 4 月又は5 月分）
※電力会社の領収書・ 請

求書を見て記入
1 , 6 0 0

年間電気料金見込み額（ 月額×1 2 か月） 1 9 , 2 0 0

団体負担見込み額

 
 

Ⅳ 補助金交付申請書等 （記載例） 

(C) 団体負担見込み額 

＝ (B) 年間電気料金見込み額 

― (A) 補助額 合計 

 

団体所在地は、団体規約・

役員名簿等に記載されてい

る住所を記載してください。 

(A) 

(C) 

(B) 
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年 月 日

日付　 市防交　 第 号で補助金の交付決定の

当初 変更後

補助台数

補助申請金額

団体負担額

２ ． 変更理由

変更理由を具体的に記入し てく ださ い

年度途中で 撤去する こ と にな っ たため

３ ． 添付書類

（ １ ） 変更後の設置箇所及び撮影範囲を明記し た図面

（ ２ ） 電力会社等発行の電気料金の請求書又は領収書の

写し

（ ３ ） その他市長が指示する書類

2 0 ○○〇

　 通知を受けた事業について、 下記のと おり 変更し たいので申請し ます。

１ ． 変更内容
4 台 3 台

1 2 , 0 0 0 円 9 , 0 0 0 円

7 , 2 0 0 円 5 , 4 0 0 円

電話番号 自宅 0 9 2 -〇〇〇-〇〇○○ 携帯 〇〇〇-○○○○-○○○○

令和 8 年 6 月

代表者氏名 〇〇　 〇〇

代表者住所 福岡市 中央 区 〇〇２ 丁目２ 番２ 号

（ あて先） 福 岡 市 長

団体名 〇〇校区自治協議会

団体所在地 福岡市 中央 区 ○○１ 丁目１ 番１ 号

（ 様式第７ 号）

福岡市街頭防犯カ メ ラ 補助金交付変更申請書（ 維持管理費補助金）

申請日 令和

 

設置台数の変更等の 
理由を記入してください。 
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福岡市街頭防犯カ メ ラ 補助金実績報告書（ 維持管理費補助金）

（ あて先） 福 岡 市 長 9 年 月 3 1 日

自

宅

携

帯

円

円

円

補助金の既交付額 1 2 , 0 0 0

補助金の精算額 1 2 , 0 0 0

補助事業名 防犯カ メ ラ 維持管理事業

補助事業の実施期間
令和８ 年４ 月１ 日から

令和９ 年３ 月3 1 日まで

補助金の交付決定額と 精算額

補助金の交付決定額と 精算額 1 2 , 0 0 0

電 話 番 号 0 9 2 -〇〇〇-○○○○ ○○〇-○○○○-○○○○

　 福岡市街頭防犯カ メ ラ 維持管理事業が完了し まし たので、 下記のと おり 報告し ます。

代 表 者 氏 名 〇〇　 〇〇

住 所 福岡市 中央 区 〇〇２ 丁目２ 番２ 号

団体所在地 福岡市 中央 区 〇〇１ 丁目１ 番１ 号

フ リ ガナ 〇〇〇〇　 〇〇〇〇

（ 様式第1 2 号）

申 請 日 令和 3

団　 体　 名 〇〇校区自治協議会

 

 

 

 

 

 

補助事業の実施期間は必ず

「令和８年４月１日から令和９年

３月 31 日まで」になります。 

変更等がない場合は、３項目

とも交付申請書の「補助額 

合計」と一致します。 

事業完了日が３月31日の

ため、申請日は必ず３月

31 日です。 
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１. 設置箇所及び撮影範囲を明記した図面（設置箇所、設置方法について明記してください。） 

 
 
 
 

Ⅴ 関係書類作成例 
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２. 街頭防犯カメラ管理運用規程 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○○校区自治協議会街頭防犯カメラ管理運用規程 
 

（目的） 

第１条 ○○校区(△△丁目)における街頭犯罪の抑止を図ることを目的として設置する○○校区自治

協議会街頭防犯カメラ（以下、「防犯カメラ」という。）について、プライバシーの保護に配慮した適

正な管理及び運用に関する事項を定める。 
 

（設置場所及び撮影範囲） 

第２条 防犯カメラは○○台設置し、設置場所、撮影範囲は別図のとおりとする。 
 

（設置者） 

第 3 条 防犯カメラの設置者は○○校区自治協議会会長とする。 
 

(管理及び運用) 

第 4 条 防犯カメラの設置者は、その管理及び運用について、次の各号に掲げる事項を遵守する。 

 （１） 保守点検等により適切な維持管理を行う。 

 （２） 管理運用責任者及び操作取扱者を指定する。 

（３） 撮影された画像（以下、「画像」という。）及び画像を収録した記録媒体（以下、「記録媒体」

という。）の適正な管理を行う。 

 （４） 設置、管理及び運用について苦情や事故があった際は、速やかに対応、処理する。 

 （５） 設置場所の所有者等の事情により、撤去の必要が生じた際は、関係者等と協議を行い適切に

対応する。 
 
 

（管理運用責任者及び操作取扱者） 

第 5 条 管理運用責任者は、防犯カメラ、画像及び記録媒体の適正な管理、運用を行わなければなら

ない。 

２ 管理運用責任者は、○○○○とする。 

３ 操作取扱者は、管理運用責任者の指揮監督の下に防犯カメラ及び録画装置の操作を行わなければ

ならない。 

４ 操作取扱者は、○○○とする。 

５ 防犯カメラ及び画像記録装置の操作は、管理運用責任者及び操作取扱者（以下、「管理運用責任者

等」という。）以外の操作を禁止する。 
 

（画像の取扱い） 

第 6 条 画像及び記録媒体の管理は次の各号に定める。 

（１） 保存期間は○○日間とする。 

（２） 保存期間を経過した画像は、速やかに消去する。 

 （３） 画像及び記録媒体の取扱いは、管理運用責任者等以外は禁止する。 
 

（画像提供の制限） 

第 7 条 次の各号のいずれかに該当する場合を除き、第三者への画像提供は禁止する。 

（１） 刑事訴訟法等の法令に基づく照会があった場合 

（２） 個人の生命、身体又は財産の安全を守るため、緊急の必要性がある場合 

（３） 捜査機関から犯罪捜査利用目的のために提供を求められた場合 

 

管理運用責任者等は「別表に定めるもの」と

して別紙に記載しても結構です。 

７日～３０日間の範囲で設定してください。 

既存柱への設置について
は、柱番号がある場合は記
載してください 

次のページへ続く 
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３. 画像提供記録簿 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

画像提供記録簿 

 

提供 

日時 
利用目的 提供先 画像の範囲 

応対者名 

(管理運用責任者・操作取扱者)  

設置者 

確認欄 

9／16 

16 時 
捜査利用 

中央警察署 

刑事課 ○○氏 

1 号機 

9/10 10 時～11 時 
○○○○○ 

 

  

 

    

      

      

      

      

      

      

 
 

 

 

 

 
   

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

  
 

 

  

 

    

      

      

撮影場所（複数台設置してい

る場合）、撮影日時を記載し

てください。 

 
 

 

２ 画像を提供したときは、次の各号に定める事項を記録保存する。 

（１） 提供日時 

（２） 利用目的 

（３） 提供先 

（４） 提供する画像の範囲 
 

(その他) 

第８条 この運用規程に記載していない事項は、「福岡市街頭防犯カメラ設置補助事業管理運用 

要綱」に基づき取り扱うものとする。 

 

附則 

（施行期日） 

 この規定は、○○年○○月○○日より施行する。 
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Q1 補助金を防犯カメラの電気代以外に充てても良いですか。 
  
 
 
 

Q2 補助上限台数は設けていますか。 

 

 
 
Q3 防犯カメラが設置されている旨の表示について注意する事はありますか。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Q4 寄贈を受けて設置している防犯カメラは維持管理費補助金の対象となりますか。 

 

 
 
 
Q5 撮影する範囲などに決まりはありますか。 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

１. 申請書類等の提出窓口              

区名 担当課 電話番号 区名 担当課 電話番号 

東区 総務課 ６４５-１０３８ 城南区 総務課 ８３３-４０５５ 

博多区 総務課 ４１９-１０４４ 早良区 総務課 ８３３-４３０４ 

中央区 総務課 ７１８-１０５６ 西区 防災・安全安心室 ８９５-７０３７ 

南区 総務課 ５５９-５０６３  
 
２. 補助金制度についての問い合わせ等   

市民局 防犯・交通安全課 ７１１－４０５４ 
 

Ⅵ Ｑ＆Ａ 
 

  

Ⅶ 問い合わせ先一覧 
 

  

電気料金以外の点検、保守等、防犯カメラの維持管理費用であれば問題ありません。 

 
 

上限台数は設けておりません。 

 
 

防犯カメラ設置場所付近の見やすい所に設置し、バンド等でしっかりと固定してください。 

柱等に表示する場合は、福岡市屋外広告物条例により、地上から１．２ｍ以上の高さに表示す

るよう定められています。 (表示板材質：アルミ二ウム、合成樹脂 等) 

※設置後のいたずら等を考慮し、手の届かない程度（２ｍ以上）の高さに設置することが望ま

しいと考えられます。 

※維持管理費補助金のみ申請される場合は、「福岡市街頭防犯カメラ設置補助事業」の文言は

省略可能です。 

 
 

   

 

 

対象となります。福岡市街頭防犯カメラ設置補助金を利用していない防犯カメラも維持管理費

補助金の対象となります。 

 
 

防犯カメラの設置にあたっては、住宅などの私的な空間や不必要な個人の画像が撮影されない

よう、撮影範囲を必要最小限にする必要があります。 

 その際には、カメラの角度調節やマスキング機能を使うなど、住宅などの私的な空間や不必要

な個人の画像ができるだけ撮影されないようにしましょう。 

 撮影範囲に住宅や店舗等が入る場合には、その住宅、店舗等にその旨を事前に説明し、同意を

得ておく必要があります。 
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